
 

   総官総第１６４号   

平成２６年８月６日  

 

各都道府県総務部長 

             殿 

各指定都市総務局長   

（文書担当課扱い） 

 

                         総務省大臣官房総務課長 

                           （ 公 印 省 略 ） 

 

 

「地方自治事項」の官報掲載について（通知）             

 

 

 「地方自治事項」の官報掲載については、「「地方自治事項」の官報掲載要領」（昭

和 52年６月 16日付け自治文第 94号。以下「官報掲載要領」という。）により取り扱

ってきたところですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成 26 年法律第 76 号。以下「地教行法改正法」という。）の施行等に伴い、

官報掲載要領の一部を別紙のとおり改正し、地教行法改正法に係る改正部分について

は平成 27年４月１日から、その他改正部分については本日から施行することとしたの

で通知します。 

 なお、下記の事項につき御留意願います。 

 

記 

 

１ 地教行法改正法関係 

（１）  概要 

教育長に係る様式第５号による官報掲載は不要とするとともに、その他所要

の改正を行った。 

（２） 経過措置 

平成 27 年４月１日以降最初に地教行法改正法による改正後の地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第４条第１項の規定に

基づき教育長が任命された場合における、様式第７号による官報掲載は、次の

例によること。    

例： 

○教育委員会教育長任命 

    ×月×日次の者が任命された。 

          教育委員会教育長  ○○ ○○ 



２ その他 

従前から、官報掲載要領に掲げる事項の官報掲載を希望するときは、同要領に定

める様式により官報掲載原稿を送付することとしていたところ、その旨を明確にす

るとともに、その他所要の改正を行った。 

 

 

 

 

担 当：総務省大臣官房総務課審査・調整第２係 

水谷 健一郎 

電 話：03-5253-5088 

ＦＡＸ：03-5253-5093 

E-mail：k2.mizutani@soumu.go.jp 
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「
地
方
自
治
事
項
」
の
官
報
掲
載
要
領

一

官
報
掲
載
事
項
、
掲
載
の
範
囲
及
び
原
稿
記
載
様
式

官
報
掲
載
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
原
稿
記
載
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

掲

載

事

項

掲
載
の
範
囲

原
稿
記
載
の
様
式

１

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
一
号

定
す
る
条
例

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
条
例
の
制
定
又
は
改
廃

た
だ
し
、
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
が
全
国
的
に
も
影
響
す
る
と
こ

ろ
が
大
き
く
、
特
に
掲
載
の
必
要

が
あ
る
も
の
に
限
る
。

２

地
方
税

都
道
府
県
・
市
町
村

様
式
第
二
号

地
方
税
法
第
十
九
条
第
三
号
か
ら
第

八
号
ま
で
に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て
の

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
又
は
そ
の

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
若
し
く
は

裁
決
を
し
た
場
合
の
そ
の
要
旨

３

選
挙

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
三
号

長
の
選
挙
の
結
果

４

住
民
投
票

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
四
号

地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
住
民
投
票
の
経
過
及
び
結
果

５

人
事
異
動

一

副
知
事
及
び
会
計
管
理
者

都
道
府
県

様
式
第
五
号

二

副
市
長
及
び
会
計
管
理
者

指
定
都
市

様
式
第
五
号

三

長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
五
号

四

議
会
の
議
長
及
び
副
議
長
並
び
に

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
六
号
又
は
第
五
号

事
務
局
長

五

教
育
委
員
会
の
教
育
長
及
び
委
員

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
七
号
又
は
第
九
号

六

公
安
委
員
会
の
委
員

都
道
府
県

様
式
第
七
号
又
は
第
九
号

七

選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
八
号

八

監
査
委
員
、
人
事
委
員
会
委
員
、

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
七
号
若
し
く
は
第

労
働
委
員
会
委
員
及
び
収
用
委
員
会

九
号
又
は
第
五
号

委
員
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
局
の
長

６

事
務
所

都
道
府
県
・
市
町
村

様
式
第
十
号

都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
主
た
る
事

務
所
の
設
置
又
は
変
更

（
注
）
１

表
中
の
指
定
都
市
と
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
市
を
い
う
。

２

表
第
五
項
第
三
号
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
と
は
、
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
の

組
織
の
長
を
い
い
、
公
営
企
業
管
理
者
を
含
む
。
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二

官
報
掲
載
手
続

１

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
一
に
掲
げ
る
事
項
の
官
報
掲
載
を
希
望
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
及
び
管
内

市
町
村
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
の
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
官
報
報
告
主
任
が
、
指
定
都
市
の
分
に
つ

い
て
は
指
定
都
市
官
報
報
告
主
任
が
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
様
式
に
よ
っ
て
正
確
か
つ
明
り
ょ
う
に
官
報
掲

載
原
稿
を
作
成
し
、
総
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
へ
三
部
送
付
す
る
も
の
と
し
、
同
課
に
お
い
て
取
り
ま
と

め
の
上
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
へ
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
原
稿
は
、
時
機
を
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
速
や
か
に
送
付
す
る
こ
と
。

特
に
、
人
事
異
動
に
つ
い
て
は
、
国
の
行
政
機
関
等
に
係
る
職
員
と
併
せ
て
「
人
事
異
動
欄
」
に
掲
載

す
る
た
め
、
発
令
日
か
ら
一
週
間
以
内
（
発
令
日
か
ら
起
算
す
る
。
）
に
到
達
し
た
も
の
以
外
は
、
原
則

と
し
て
掲
載
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

官
報
掲
載
事
項
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、
１
の
手
続
に
準
じ
て
、
速
や
か
に
訂
正
の
手
続
を
執
る
こ

と
。

３

官
報
掲
載
原
稿
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

様
式
第
一
号

（
地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
）

×
×

県
（
市
）

○
地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例

次
の
条
例
を
制
定
し
、×

月×

日
公
布
し
た
。

×
×
×
×
×

条
例
（×

×

県
（
市
）
条
例
第×

×
号
）

（
・
・
・
・
・
）

第
一
条

・
・
・
・
・
・
・
・
・

様
式
第
二
号

（
地
方
税
）

（
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
）

×
×

県
（
市
・
町
・
村
）

○
地
方
税

×
×

税
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
。

一

不
服
申
立
人
の
住
所
及
び
氏
名

二

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日

三

不
服
申
立
て
の
目
的
と
な
っ
た
処
分

四

不
服
申
立
て
の
概
要

五

関
係
地
方
公
共
団
体
名

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決
を
し
た
場
合
）

×
×

県
（
市
・
町
・
村
）

○
地
方
税

×

月×

日
第×

号
紙
に
掲
載
さ
れ
た
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
決
定
（
裁
決
）
し
た
。

一

不
服
申
立
人
の
住
所
及
び
氏
名

二

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日

三

不
服
申
立
て
の
目
的
と
な
っ
た
処
分

四

関
係
地
方
公
共
団
体
名

五

決
定
（
裁
決
）
の
日

六

決
定
（
裁
決
）
の
内
容

七

そ
の
他
必
要
な
事
項

様
式
第
三
号

（
選
挙
の
結
果
）

×
×

県
（
市
）

○
選
挙

×

月×

日
知
事
（
市
長
）
の
選
挙
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
者
が
当
選
し
た
。

・
・
・
・
・
・
・
（
・
・
・
・
・
党
）
（
男
女
）
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様
式
第
四
号

（
住
民
投
票
）

×
×

県
（
市
）

○
住
民
投
票

平
成×

×

年×

月×

日
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
投
票
の
経
過
及
び
結
果

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

経
過
・
・
・
・
・
・
・

二

結
果
・
・
・
・
・
・
・

有
権
者
数
・
・
・
・
・
・
・

投
票
者
数
・
・
・
・
・
・
・

賛
成
者
数
・
・
・
・
・
・
・

反
対
者
数
・
・
・
・
・
・
・

様
式
第
五
号

（
人
事
異
動
）

×
×

県
（
市
）

新

旧

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
・
・
・
・
・
・
・
・
・
）

氏

名

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
・
・
・
・
・
・
・
・
・
）

氏

名

（
以
上×

月×

日
）

（
注
）

様
式
第
五
号

１

発
令
年
月
日
順
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
（
同
順
に
辞
職
が
含
ま
れ
る
場
合
は
辞
職
を
先
行
さ

せ
る
。
）
、
同
一
年
月
日
の
発
令
者
が
二
人
以
上
に
わ
た
る
場
合
に
は
発
令
月
日
の
記
載
を
（
以
上×

月×

日
）
と
す
る
（
一
人
の
場
合
は
「
以
上
」
は
記
載
し
な
い
。
）
。

２

職
員
が
そ
の
意
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
は
、
上
段
の
記
載
を
「
辞
職
」
と
す
る
。

異
動
事
由
が
任
期
満
了
（
定
年
退
職
・
死
亡
退
職
）
で
あ
る
場
合
は
、
上
段
に
「
任
期
満
了(

定
年

退
職
・
死
亡
退
職
）
」
と
記
載
す
る
。

３

旧
職
が
一
の
表
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
職
で
な
い
場
合
は
、
下
段
は
職
員
等
（
旧
職
が
一
般
企
業

等
の
場
合
は
空
欄
と
す
る
こ
と
。
）
と
し
、
（

）
を
付
さ
ず
に
記
載
す
る
。

た
だ
し
、
各
省
か
ら
採
用
さ
れ
、
そ
の
者
が
本
省
の
課
長
相
当
職
以
上
で
な
い
者
に
つ
い
て
は
、×

×

事
務
官
又
は×

×

技
官
と
し
て
（

）
を
付
し
て
記
載
す
る
。

４

同
じ
表
現
や
役
職
が
続
く
場
合
は
「
同
」
を
使
用
す
る
。

５

「
○
○
事
務
取
扱
」
等
は
掲
載
で
き
な
い
。

６

役
職
が
「
○
○
兼×

×

」
等
の
場
合
は
、
○
○
部
分
だ
け
を
記
載
し
、×

×

部
分
は
削
る
。

様
式
第
六
号

（
人
事
異
動
）

×
×

県
（
市
）

○
議
長
（
副
議
長
）
選
挙

１

○
○
○
○
議
長
（
副
議
長
）
は
、×

月×

日
辞
職
し
（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
）
、×

月×

日
次
の
者

が
選
挙
さ
れ
た
。

議
長
（
副
議
長
）

氏

名

様
式
第
七
号

（
人
事
異
動
）

×
×

県
（
市
）

○×
×

委
員
会
委
員
（
教
育
委
員
会
教
育
長
・
監
査
委
員
）
任
命
（
選
任
）

１

○
○
○
○
委
員
（
教
育
長
）
は
、×

月×

日
任
期
満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員

２

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
）
、×

月×

日
次
の
者
が
任
命
（
選
任
）
さ
れ
た
。

×
×

委
員
会
委
員
（
教
育
委
員
会
教
育
長
・
監
査
委
員
）

氏

名

様
式
第
八
号

（
人
事
異
動
）

×
×

県
（
市
）

○
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
選
挙
（
補
欠
）

１

○
○
○
○
委
員
は
、×

月×

日
任
期
満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
）
、×

月×

日
次
の
者
が
選
挙
（
補
欠
）
さ
れ
た
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

氏

名
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様
式
第
九
号

（
人
事
異
動
）

×
×

県
（
市
）

○×
×

委
員
会
委
員
（
教
育
委
員
会
教
育
長
・
監
査
委
員
）
再
任

○
○
○
○
委
員
（
教
育
長
）
は
、×

月×

日
再
任
さ
れ
た
。

注

（
様
式
第
六
号
～
様
式
第
九
号
）

１

１

（

）
は
前
任
者
が
退
職
し
、
後
任
者
が
任
命
等
さ
れ
る
ま
で
二
日
以
上
期
間
が
あ
っ
た
場
合
に
、

２（

）
は
監
査
委
員
及
び
人
事
委
員
会
委
員
の
異
動
の
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

２

異
動
日
が
同
じ
月
で
あ
れ
ば
「×

月×

日
辞
職
し
、
同
月×

日
」
等
と
す
る
。

ま
た
、
同
日
で
あ
れ
ば
「×

月×

日
辞
職
し
、
同
日
」
等
と
す
る
。

３

二
名
の
場
合
は
「
○
○
委
員
及
び
○
○
委
員
」
と
、
三
名
以
上
の
場
合
は
「
○
○
委
員
、
○
○
委
員

及
び
○
○
委
員
」
等
と
す
る
。

４

様
式
第
八
号
に
お
い
て
、
任
期
満
了
す
る
前
に
選
挙
が
行
わ
れ
た
場
合
は
「×

月×

日
任
期
満
了
と

な
る
た
め
、×

月×

日
次
の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。
」
と
す
る
。

様
式
第
十
号

（
事
務
所
）

×
×

県
（
市
・
町
・
村
）

○
事
務
所

平
成×

×

年×

月×

日×
×

を
次
の
位
置
に
設
置
し
た
（
変
更
し
た
）
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

注

年
月
日
は
、
事
務
所
の
位
置
を
定
め
る
（
変
更
す
る
）
条
例
の
施
行
期
日
に
よ
る
こ
と
。

三

そ
の
他
の
注
意
事
項

１

難
し
い
字
は
、
正
確
で
、
わ
か
り
や
す
く
書
く
よ
う
に
す
る
。

２

事
前
に
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
送
る
場
合
に
は
、
必
ず
正
式
な
用
紙
を
用
い
、
後
日
正
式
な
文
書
を
送
付
す

る
。

３

用
紙
に
書
く
際
、
「
様
式
第
○
号
」
「
人
事
異
動
」
等
の
文
字
は
入
れ
な
い
。

４

氏
名
の
書
き
方
は
次
の
例
に
よ
る
。

例

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○

○

○
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【
人
事
異
動
】

【
地
方
自
治
事
項
】

○
○
県
（
市
・
町
・
村
）

○
議
長
（
副
議
長
）
選
挙

○
○
○
○
議
長
（
副
議
長
）
は
、
○
月
○
日
辞
職

○
事
務
所

し
（
任
期
満
了
し
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ)

、

平
成
○
年
○
月
○
日
○
○
市
役
所
（
役
場
）
を

○
月
○
日
次
の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。

次
の
位
置
に
設
置
し
た
（
変
更
し
た
）
。

議
長
（
副
議
長
）

○
○

○
○

○
○
県
○
○
郡
○
○
町
○
○
○
○

○
教
育
委
員
会
委
員
（
教
育
長
）
任
命

○
○
県
（
市
）

○
○
○
○
委
員
（
教
育
長
）
は
、
○
月
○
日
任
期

○
選
挙

満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠

○
月
○
日
知
事
（
市
長
）
の
選
挙
を
行
っ
た
結

員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命

果
、
次
の
者
が
当
選
し
た
。

さ
れ
た
。

○
○

○
○
（
○
○
党
）
（
男
女
）

教
育
委
員
会
委
員
（
教
育
長
）
○
○

○
○

○
公
安
委
員
会
委
員
任
命

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

公
安
委
員
会
委
員

○
○

○
○

○
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
選
挙
（
補
充
）

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
選
挙
（
補
充
）
さ

れ
た
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

○
○

○
○

○
監
査
委
員
選
任

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
選
任
さ
れ
た
。

監
査
委
員

○
○

○
○

○
人
事
委
員
会
委
員
選
任

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
選
任
さ
れ
た
。

人
事
委
員
会
委
員

○
○

○
○

○
労
働
委
員
会
委
員
任
命

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

労
働
委
員
会
委
員

○
○

○
○

○
収
用
委
員
会
委
員
任
命

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

収
用
委
員
会
委
員

○
○

○
○

○×
×

委
員
会
委
員
（
監
査
委
員
）
再
任

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
再
任
さ
れ
た
。
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「
地
方
自
治
事
項
」
の
官
報
掲
載
要
領

新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

「
地
方
自
治
事
項
」
の
官
報
掲
載
要
領

「
地
方
自
治
事
項
」
の
官
報
掲
載
要
領

一

官
報
掲
載
事
項
、
掲
載
の
範
囲
及
び
原
稿
記
載
様
式

一

官
報
掲
載
事
項
、
掲
載
の
範
囲
及
び
原
稿
記
載
様
式

官
報
掲
載
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ

官
報
掲
載
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
原
稿
記
載
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
原
稿
記
載
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

掲

載

事

項

掲
載
の
範
囲

原
稿
記
載
の
様
式

掲

載

事

項

掲
載
の
範
囲

原
稿
記
載
の
様
式

１

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
一
号

１

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
一
号

定
す
る
条
例

定
す
る
条
例

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
条
例
の
制
定
又
は
改
廃

定
す
る
条
例
の
制
定
又
は
改
廃

た
だ
し
、
条
例
の
制
定
又
は
改

た
だ
し
、
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
が
全
国
的
に
も
影
響
す
る
と
こ

廃
が
全
国
的
に
も
影
響
す
る
と
こ

ろ
が
大
き
く
、
特
に
掲
載
の
必
要

ろ
が
大
き
く
、
特
に
掲
載
の
必
要

が
あ
る
も
の
に
限
る
。

が
あ
る
も
の
に
限
る
。

２

地
方
税

都
道
府
県
・
市
町
村

様
式
第
二
号

２

地
方
税

都
道
府
県
・
市
町
村

様
式
第
二
号

地
方
税
法
第
十
九
条
第
三
号
か
ら
第

地
方
税
法
第
十
九
条
第
三
号
か
ら
第

八
号
ま
で
に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て
の

八
号
ま
で
に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て
の

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
又
は
そ
の

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
又
は
そ
の

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
若
し
く
は

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
若
し
く
は

裁
決
を
し
た
場
合
の
そ
の
要
旨

裁
決
を
し
た
場
合
の
そ
の
要
旨

３

選
挙

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
三
号

３

選
挙

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
三
号

長
の
選
挙
の
結
果

長
の
選
挙
の
結
果

４

住
民
投
票

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
四
号

４

住
民
投
票

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
四
号

地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
の
規

地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
住
民
投
票
の
経
過
及
び
結
果

定
に
よ
る
住
民
投
票
の
経
過
及
び
結
果

５

人
事
異
動

５

人
事
異
動

一

副
知
事
及
び
会
計
管
理
者

都
道
府
県

様
式
第
五
号

一

副
知
事
及
び
会
計
管
理
者

都
道
府
県

様
式
第
五
号

二

副
市
長
及
び
会
計
管
理
者

指
定
都
市

様
式
第
五
号

二

副
市
長
及
び
会
計
管
理
者

指
定
都
市

様
式
第
五
号

三

長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
五
号

三

長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
五
号

四

議
会
の
議
長
及
び
副
議
長
並
び
に

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
六
号
又
は
第
五
号

四

議
会
の
議
長
及
び
副
議
長
並
び
に

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
六
号
又
は
第
五
号

事
務
局
長

事
務
局
長

五

教
育
委
員
会
の
教
育
長
及
び
委
員

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
七
号
又
は

第

五

教
育
委
員
会
の
委
員
及
び
教
育
長

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
七
号
若
し
く
は
第

九
号

九
号
又
は
第
五
号

六

公
安
委
員
会
の
委
員

都
道
府
県

様
式
第
七
号
又
は
第
九
号

六

公
安
委
員
会
の
委
員

都
道
府
県

様
式
第
七
号
又
は
第
九
号

七

選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
八
号

七

選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
八
号
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八

監
査
委
員
、
人
事
委
員
会
委
員
、

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
七
号
若
し
く
は
第

八

監
査
委
員
、
人
事
委
員
会
委
員
、

都
道
府
県
・
指
定
都
市

様
式
第
七
号
若
し
く
は
第

労
働
委
員
会
委
員
及
び
収
用
委
員
会

九
号
又
は
第
五
号

労
働
委
員
会
委
員
及
び
収
用
委
員
会

九
号
又
は
第
五
号

委
員
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
局
の
長

委
員
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
局
の
長

６

事
務
所

都
道
府
県
・
市
町
村

様
式
第
十
号

６

事
務
所

都
道
府
県
・
市
町
村

様
式
第
十
号

都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
主
た
る
事

都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
主
た
る
事

務
所
の
設
置
又
は
変
更

務
所
の
設
置
又
は
変
更

（
注
）
１

表
中
の
指
定
都
市
と
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
市
を
い
う
。

（
注
）
１

表
中
の
指
定
都
市
と
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
市
を
い
う
。

２

表
第
五
項
第
三
号
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
と
は
、
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
の
組

２

表
第
五
項
第
三
号
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
と
は
、
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
の
組

織
の
長
を
い
い
、
公
営
企
業
管
理
者
を
含
む
。

織
の
長
を
い
い
、
公
営
企
業
管
理
者
を
含
む
。

二

官
報
掲
載
手
続

二

官
報
掲
載
手
続

１

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
一
に
掲
げ
る
事
項
の
官
報
掲
載
を
希
望
す
る
と
き
は

、
都
道
府
県
及
び
管

１

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
一
に
掲
げ
る
官
報
掲
載
事
項
が
あ
る
場
合
に
は

、
都
道
府
県
及
び

内
市
町
村
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
の
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
官
報
報
告
主
任
が
、
指
定
都
市
の
分
に

管
内
市
町
村
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
の
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
官
報
報
告
主
任
が
、
指
定
都
市
の
分

つ
い
て
は
指
定
都
市
官
報
報
告
主
任
が
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
様
式
に
よ
っ
て
正
確
か
つ
明
り
ょ
う
に
官
報

に
つ
い
て
は
指
定
都
市
官
報
報
告
主
任
が
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
様
式
に
よ
っ
て
正
確
か
つ
明
り
ょ
う
に
官

掲
載
原
稿
を
作
成
し

、
総
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
へ
三
部
送
付

報
掲
載
原
稿
を
作
成
し
（
ワ
ー
プ
ロ
入
力
を
原
則
と
す
る
。
）
、
総
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
へ
三
部
送
付

す
る
も
の
と
し
、
同
課
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
の
上
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
へ
送
付
す
る
も
の
と

す
る
も
の
し
、
同
課
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
の
上
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
へ
送
付
す
る
も
の
と
す

す
る
。

る
。

当
該
原
稿
は
、
時
機
を
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
速
や
か
に
送
付
す
る
こ
と
。

当
該
原
稿
は
、
時
機
を
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
速
や
か
に
送
付
す
る
こ
と
。

特
に
、
人
事
異
動
に
つ
い
て
は
、
国
の
行
政
機
関
等
に
係
る
職
員
と
併
せ
て
「
人
事
異
動
欄
」
に
掲
載

特
に
、
人
事
異
動
に
つ
い
て
は
、
国
の
行
政
機
関
等
に
係
る
職
員
と
併
せ
て
「
人
事
異
動
欄
」
に
掲
載

す
る
た
め
、
発
令
日
か
ら
一
週
間
以
内
（
発
令
日
か
ら
起
算
す
る
。
）
に
到
達
し
た
も
の
以
外
は
、
原
則

す
る
た
め
、
発
令
日
か
ら
一
週
間
以
内
（
発
令
日
か
ら
起
算
す
る
。
）
に
到
達
し
た
も
の
以
外
は
、
原
則

と
し
て
掲
載
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
し
て
掲
載
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

官
報
掲
載
事
項
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、
１
の
手
続
に
準
じ
て
、
速
や
か
に
訂
正
の
手
続
を
執
る
こ

２

官
報
掲
載
事
項
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、
１
の
手
続
に
準
じ
て
、
速
や
か
に
訂
正
の
手
続
を
執
る
こ

と
。

と
。

３

官
報
掲
載
原
稿
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

３

官
報
掲
載
原
稿
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

様
式
第
一
号

（
地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
）

様
式
第
一
号

（
地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
）

×
×

県
（
市
）

×
×

県
（
市
）

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例

次
の
条
例
を
制
定
し
、×

月×

日
公
布
し
た
。

次
の
条
例
を
制
定
し
、×

月×

日
公
布
し
た
。

×
×
×
×
×

条
例
（×

×

県
（
市
）
条
例
第×

×

号
）

×
×
×
×
×

条
例
（×

×

県
（
市
）
条
例
第×

×

号
）

（
・
・
・
・
・
）

（
・
・
・
・
・
）

第
一
条

・
・
・
・
・
・
・
・
・

第
一
条

・
・
・
・
・
・
・
・
・

様
式
第
二
号

（
地
方
税
）

様
式
第
二
号

（
地
方
税
）

（
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
）

（
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
）

×
×

県
（
市
・
町
・
村
）

×
×

県
（
市
・
町
・
村
）

地
方
税

地
方
税

×
×

税
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
。

×
×

税
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
。

一

不
服
申
立
人
の
住
所
及
び
氏
名

一

不
服
申
立
人
の
住
所
及
び
氏
名

二

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日

二

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日

三

不
服
申
立
て
の
目
的
と
な
っ
た
処
分

三

不
服
申
立
て
の
目
的
と
な
っ
た
処
分
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四

不
服
申
立
て
の
概
要

四

不
服
申
立
て
の
概
要

五

関
係
地
方
公
共
団
体
名

五

関
係
地
方
公
共
団
体
名

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決
を
し
た
場
合
）

（
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決
を
し
た
場
合
）

×
×

県
（
市
・
町
・
村
）

×
×

県
（
市
・
町
・
村
）

地
方
税

地
方
税

×

月×

日
第×
号
紙
に
掲
載
さ
れ
た
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
決
定
（
裁
決
）
し
た
。

×

月×

日
第×

号
紙
に
掲
載
さ
れ
た
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
決
定
（
裁
決
）
し
た
。

一

不
服
申
立
人
の
住
所
及
び
氏
名

一

不
服
申
立
人
の
住
所
及
び
氏
名

二

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日

二

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日

三

不
服
申
立
て
の
目
的
と
な
っ
た
処
分

三

不
服
申
立
て
の
目
的
と
な
っ
た
処
分

四

関
係
地
方
公
共
団
体
名

四

関
係
地
方
公
共
団
体
名

五

決
定
（
裁
決
）
の
日

五

決
定
（
裁
決
）
の
日

六

決
定
（
裁
決
）
の
内
容

六

決
定
（
裁
決
）
の
内
容

七

そ
の
他
必
要
な
事
項

七

そ
の
他
必
要
な
事
項

様
式
第
三
号

（
選
挙
の
結
果
）

様
式
第
三
号

（
選
挙
の
結
果
）

×
×

県
（
市
）

×
×

県
（
市
）

選
挙

選
挙

×

月×

日
知
事
（
市
長
）
の
選
挙
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
者
が
当
選
し
た
。

×

月×

日
知
事
（
市
長
）
の
選
挙
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
者
が
当
選
し
た
。

・
・
・
・
・
・
・
（
・
・
・
・
・
党
）
（
男
女
）

・
・
・
・
・
・
・
（
・
・
・
・
・
党
）
（
男
女
）

様
式
第
四
号

（
住
民
投
票
）

様
式
第
四
号

（
住
民
投
票
）

×
×

県
（
市
）

×
×

県
（
市
）

○
住
民
投
票

○
住
民
投
票

平
成×

×

年×

月×

日
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
投
票
の
経
過
及
び
結
果

平
成×

×

年×

月×

日
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
投
票
の
経
過
及
び
結
果

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

経
過
・
・
・
・
・
・
・

一

経
過
・
・
・
・
・
・
・

二

結
果
・
・
・
・
・
・
・

二

結
果
・
・
・
・
・
・
・

有
権
者
数
・
・
・
・
・
・
・

有
権
者
数
・
・
・
・
・
・
・

投
票
者
数
・
・
・
・
・
・
・

投
票
者
数
・
・
・
・
・
・
・

賛
成
者
数
・
・
・
・
・
・
・

賛
成
者
数
・
・
・
・
・
・
・

反
対
者
数
・
・
・
・
・
・
・

反
対
者
数
・
・
・
・
・
・
・

様
式
第
五
号

（
人
事
異
動
）

様
式
第
五
号

（
人
事
異
動
）

×
×

県
（
市
）

×
×

県
（
市
）

新

旧

新

旧

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
・
・
・
・
・
・
・
・
・
）

氏

名

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
・
・
・
・
・
・
・
・
・
）

氏

名

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
・
・
・
・
・
・
・
・
・
）

氏

名

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
・
・
・
・
・
・
・
・
・
）

氏

名

（
以
上×

月×

日
）

（
以
上×

月×

日
）

（
注
）

様
式
第
五
号

（
注
）

様
式
第
五
号

１

発
令
年
月
日
順
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
（
同
順
に
辞
職
が
含
ま
れ
る
場
合
は

辞
職
を
先
行
さ
せ

１

発
令
年
月
日
順
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
（
同
順
に
辞
職
が
含
ま
れ
る
場
合
は

辞
職
を
先
行
さ
せ

る
。
）
、
同
一
月
日
の
発
令
者
が
二
人
以
上
に
わ
た
る
場
合
に
は
発
令
月
日
の
記
載
を
（
以
上×

月

る
。
）
、
同
一
月
日
の
発
令
者
が
二
人
以
上
に
わ
た
る
場
合
に
は
発
令
月
日
の
記
載
を
（
以
上×

月

×

日
）
と
す
る
（
一
人
の
場
合
は
「
以
上
」
は
記
載
し
な
い
。
）
。

×

日
）
と
す
る
（
一
人
の
場
合
は
「
以
上
」
は
記
載
し
な
い
。
）
。
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２

職
員
が
そ
の
意
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
は
、
上
段
の
記
載
を
「
辞
職
」
と
す
る

。

２

職
員
が
そ
の
意
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
は
、
上
段
の
記
載
を
「
辞
職
」
と
す
る

。

異
動
事
由
が
任
期
満
了
（
定
年
退
職
・
死
亡
退
職
）
で
あ
る
場
合
は
、
上
段
に
「
任
期
満
了
（
定
年

異
動
事
由
が
任
期
満
了
（
定
年
退
職
・
死
亡
退
職
）
で
あ
る
場
合
は
、
上
段
に
「
任
期
満
了
（
定
年

退
職
・
死
亡
退
職
）
」
と
記
載
す
る
。

退
職
・
死
亡
退
職
）
」
と
記
載
す
る
。

３

旧
職
が
一
の
表
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
職
で
な
い
場
合
は
、
下
段
は
職
員
等
（
旧
職
が
一
般
企
業
等

３

旧
職
が
一
の
表
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
職
で
な
い
場
合
は
、
下
段
は
職
員
等
（
旧
職
が
一
般
企
業
等

の
場
合
は
空
欄
と
す
る
こ
と
。
）
と
し
、
（

）
を
付
さ
な
い
。

の
場
合
は
空
欄
と
す
る
こ
と
。
）
と
し
、
（

）
を
付
さ
な
い
。

た
だ
し
、
各
省
か
ら
採
用
さ
れ
、
そ
の
者
が
本
省
の
課
長
相
当
職
以
上
で
な
い
者
に
つ
い
て
は
、×

た
だ
し
、
各
省
か
ら
採
用
さ
れ
、
そ
の
者
が
本
省
の
課
長
相
当
職
以
上
で
な
い
者
に
つ
い
て
は
、×

×

事
務
官
又
は×

×

技
官
と
し
て
（

）
を
付
し
て
記
載
す
る
。

×

事
務
官
又
は×

×

技
官
と
し
て
（

）
を
付
し
て
記
載
す
る
。

４

同
じ
表
現
や
役
職
が
続
く
場
合
は
「
同
」
を
使
用
す
る
。

４

同
じ
表
現
や
役
職
が
続
く
場
合
は
「
同
」
を
使
用
す
る
。

５

「
○
○
事
務
取
扱
」
等
は
掲
載
で
き
な
い
。

５

「
○
○
事
務
取
扱
」
等
は
掲
載
で
き
な
い
。

６

役
職
が
「
○
○
兼×

×

」
等
の
場
合
は
、
○
○
部
分
だ
け
を
記
載
し
、×

×

部
分
は
削
る
。

６

役
職
が
「
○
○
兼×

×

」
等
の
場
合
は
、
○
○
部
分
だ
け
を
記
載
し
、×

×

部
分
は
削
る
。

様
式
第
六
号

（
人
事
異
動
）

様
式
第
六
号

（
人
事
異
動
）

×
×

県
（
市
）

×
×

県
（
市
）

○
議
長
（
副
議
長
）
選
挙

○
議
長
（
副
議
長
）
選
挙

１

１

○
○
○
○
議
長
（
副
議
長
）
は
、×

月×

日
辞
職
し
（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
）
、×

月×

日
次
の
者
が

○
○
○
○
議
長
（
副
議
長
）
は
、×

月×

日
辞
職
し
（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
）
、×

月×

日
次
の
者
が

選
挙
さ
れ
た
。

選
挙
さ
れ
た
。

議
長
（
副
議
長
）

氏

名

議
長
（
副
議
長
）

氏

名

様
式
第
七
号

（
人
事
異
動
）

様
式
第
七
号

（
人
事
異
動
）

×
×

県
（
市
）

×
×

県
（
市
）

○×
×

委
員
会
委
員
（
教
育
委
員
会
教
育
長
・
監
査
委
員
）
任
命
（
選
任
）

○×
×

委
員
会
委
員
（

監
査
委
員
）
任
命
（
選
任
）

１

１

○
○
○
○
委
員
（
教
育
長
）
は
、×

月×

日
任
期
満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で

○
○
○
○
委
員

は
、×

月×

日
任
期
満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で

２

２

あ
っ
た
と
こ
ろ
）
、×

月×

日
次
の
者
が
任
命
（
選
任
）
さ
れ
た
。

あ
っ
た
と
こ
ろ
）
、×

月×

日
次
の
者
が
任
命
（
選
任
）
さ
れ
た
。

×
×

委
員
会
委
員
（
教
育
委
員
会
教
育
長
・
監
査
委
員
）

氏

名

×
×

委
員
会
委
員
（

監
査
委
員
）

氏

名

様
式
第
八
号

（
人
事
異
動
）

様
式
第
八
号

（
人
事
異
動
）

×
×

県
（
市
）

×
×

県
（
市
）

○
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
選
挙
（
補
欠
）

○
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
選
挙
（
補
欠
）

１

１

○
○
○
○
委
員
は
、×

月×

日
任
期
満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ

○
○
○
○
委
員
は
、×

月×

日
任
期
満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
）
、×

月×

日
次
の
者
が
選
挙
（
補
欠
）
さ
れ
た
。

ろ
）
、×

月×

日
次
の
者
が
選
挙
（
補
欠
）
さ
れ
た
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

氏

名

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

氏

名

様
式
第
九
号

（
人
事
異
動
）

様
式
第
九
号

（
人
事
異
動
）

×
×

県
（
市
）

×
×

県
（
市
）

○×
×

委
員
会
委
員
（
教
育
委
員
会
教
育
長
・
監
査
委
員
）
再
任

○×
×

委
員
会
委
員
（

監
査
委
員
）
再
任

○
○
○
○
委
員
（
教
育
長
）
は
、×

月×

日
再
任
さ
れ
た
。

○
○
○
○
委
員

は
、×

月×

日
再
任
さ
れ
た
。

（
注
）

様
式
第
六
号
～
様
式
第
九
号

（
注
）

様
式
第
六
号
～
様
式
第
九
号

１

１

１

（

）
は
前
任
者
が
退
職
し
て
か
ら
後
任
者
が
任
命
等
さ
れ
る
ま
で
二
日
以
上
期
間
が
あ
っ
た
場
合

１

（

）
は
前
任
者
が
退
職
し
て
か
ら
後
任
者
が
任
命
等
さ
れ
る
ま
で
二
日
以
上
期
間
が
あ
っ
た
場
合
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２

２

に
、
（

）
は
監
査
委
員
及
び
人
事
委
員
会
委
員
の
異
動
の
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

に
、
（

）
は
監
査
委
員
及
び
人
事
委
員
会
委
員
の
異
動
の
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

２

異
動
日
が
同
じ
月
で
あ
れ
ば
「×

月×

日
辞
職
し
、
同
月×

日
」
等
と
す
る
。

２

異
動
日
が
同
じ
月
で
あ
れ
ば
「×

月×

日
辞
職
し
、
同
月×

日
」
等
と
す
る
。

ま
た
、
同
日
で
あ
れ
ば
「×

月×

日
辞
職
し
、
同
日
」
等
と
す
る
。

ま
た
、
同
日
で
あ
れ
ば
「×

月×

日
辞
職
し
、
同
日
」
等
と
す
る
。

３

二
名
の
場
合
は
「
○
○
委
員
及
び
○
○
委
員
」
と
、
三
名
以
上
の
場
合
は
「
○
○
委
員
、
○
○
委
員

３

二
名
の
場
合
は
「
○
○
委
員
及
び
○
○
委
員
」
と
、
三
名
以
上
の
場
合
は
「
○
○
委
員
、
○
○
委
員

及
び
○
○
委
員
」
等
と
す
る
。

及
び
○
○
委
員
」
等
と
す
る
。

４

様
式
第
八
号
に
お
い
て
、
任
期
満
了
す
る
前
に
選
挙
が
行
わ
れ
た
場
合
は
「×

月×

日
任
期
満
了
と

４

様
式
第
八
号
に
お
い
て
、
任
期
満
了
す
る
前
に
選
挙
が
行
わ
れ
た
場
合
は
「×

月×

日
任
期
満
了
と

な
る
た
め
、×
月×

日
次
の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。
」
と
す
る
。

な
る
た
め
、×

月×

日
次
の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。
」
と
す
る
。

様
式
第
十
号

（
事
務
所
）

様
式
第
十
号

（
事
務
所
）

×
×

県
（
市
・
町
・
村
）

×
×

県
（
市
・
町
・
村
）

○
事
務
所

○
事
務
所

平
成×

×

年×

月×

日×
×

を
次
の
位
置
に
設
置
し
た
（
変
更
し
た
）
。

平
成×

×

年×

月×

日×
×

を
次
の
位
置
に
設
置
し
た
（
変
更
し
た
）
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

注

年
月
日
は
、
事
務
所
の
位
置
を
定
め
る
（
変
更
す
る
）
条
例
の
施
行
期
日
に
よ
る
こ
と
。

注

年
月
日
は
、
事
務
所
の
位
置
を
定
め
る
（
変
更
す
る
）
条
例
の
施
行
期
日
に
よ
る
こ
と
。

三

そ
の
他
の
注
意
事
項

三

そ
の
他
の
注
意
事
項

１

難
し
い
字
は
、
正
確
で
、
わ
か
り
や
す
く
書
く
よ
う
に
す
る
。

１

難
し
い
字
は
、
正
確
で
、
わ
か
り
や
す
く
書
く
よ
う
に
す
る
。

２

事
前
に
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
送
る
場
合
に
は
、
必
ず
正
式
な
用
紙
を
用
い
、
後
日
正
式
な
文
書
を
送
付
す

２

事
前
に
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
送
る
場
合
に
は
、
必
ず
正
式
な
用
紙
を
用
い
、
後
日
正
式
な
文
書
を
送
付
す

る
。

る
。

３

用
紙
に
書
く
際
、
「
様
式
第
○
号
」
「
人
事
異
動
」
等
の
文
字
は
入
れ
な
い
。

３

用
紙
に
書
く
際
、
「
様
式
第
○
号
」
「
人
事
異
動
」
等
の
文
字
は
入
れ
な
い
。

４

氏
名
の
書
き
方
は
次
の
例
に
よ
る
。

４

氏
名
の
書
き
方
は
次
の
例
に
よ
る
。

例

○
○

○
○

例

○
○

○
○

○

○
○

○

○
○

○
○

○

○
○

○

○

○

○

○
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【
人
事
異
動
】

【
地
方
自
治
事
項
】

【
人
事
異
動
】

【
地
方
自
治
事
項
】

○
議
長
（
副
議
長
）
選
挙

○
○
県
（
市
・
町
・
村
）

○
議
長
（
副
議
長
）
選
挙

○
○
県
（
市
・
町
・
村
）

○
○
○
○
議
長
（
副
議
長
）
は
、
○
月
○
日
辞
職

○
事
務
所

○
○
○
○
議
長
（
副
議
長
）
は
、
○
月
○
日
辞
職

○
事
務
所

し
（
任
期
満
了
し
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ)

、

平
成
○
年
○
月
○
日
○
○
市
役
所
（
役
場
）
を

し
（
任
期
満
了
し
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ)

、

平
成
○
年
○
月
○
日
○
○
市
役
所
（
役
場
）
を

○
月
○
日
次
の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。

次
の
位
置
に
設
置
し
た
（
変
更
し
た
）
。

○
月
○
日
次
の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。

次
の
位
置
に
設
置
し
た
（
変
更
し
た
）
。

議
長
（
副
議
長
）

○
○

○
○

○
○
県
○
○
郡
○
○
町
○
○
○
○

議
長
（
副
議
長
）

○
○

○
○

○
○
県
○
○
郡
○
○
町
○
○
○
○

○
教
育
委
員
会
委
員
（
教
育
長
）
任
命

○
教
育
委
員
会
委
員

任
命

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

○
○
県
（
市
）

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

○
○
県
（
市
）

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

○
選
挙

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

○
選
挙

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

○
月
○
日
知
事
（
市
長
）
の
選
挙
を
行
っ
た
結

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

○
月
○
日
知
事
（
市
長
）
の
選
挙
を
行
っ
た
結

教
育
委
員
会
委
員
（
教
育
長
）
○
○

○
○

果
、
次
の
者
が
当
選
し
た
。

教
育
委
員
会
委
員

○
○

○
○

果
、
次
の
者
が
当
選
し
た
。

○
公
安
委
員
会
委
員
任
命

○
○

○
○
（
○
○
党
）
（
男
女
）

○
公
安
委
員
会
委
員
任
命

○
○

○
○
（
○
○
党
）
（
男
女
）

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

公
安
委
員
会
委
員

○
○

○
○

公
安
委
員
会
委
員

○
○

○
○

○
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
選
挙
（
補
充
）

○
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
選
挙
（
補
充
）

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
選
挙
（
補
充
）
さ

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
選
挙
（
補
充
）
さ

れ
た
。

れ
た
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

○
○

○
○

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

○
○

○
○

○
監
査
委
員
選
任

○
監
査
委
員
選
任

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
選
任
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
選
任
さ
れ
た
。

監
査
委
員

○
○

○
○

監
査
委
員

○
○

○
○

○
人
事
委
員
会
委
員
選
任

○
人
事
委
員
会
委
員
選
任

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
選
任
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
選
任
さ
れ
た
。

人
事
委
員
会
委
員

○
○

○
○

人
事
委
員
会
委
員

○
○

○
○

○

労
働
委
員
会
委
員
任
命

○

労
働
委
員
会
委
員
任
命

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

労
働
委
員
会
委
員

○
○

○
○

労
働
委
員
会
委
員

○
○

○
○

○
収
用
委
員
会
委
員
任
命

○
収
用
委
員
会
委
員
任
命

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
任
期
満
了
し
（
辞

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
）
、
○
月
○
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

収
用
委
員
会
委
員

○
○

○
○

収
用
委
員
会
委
員

○
○

○
○

○×
×

委
員
会
委
員
（
監
査
委
員
）
再
任

○×
×

委
員
会
委
員
（
監
査
委
員
）
再
任

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
再
任
さ
れ
た
。

○
○
○
○
委
員
は
、
○
月
○
日
再
任
さ
れ
た
。


